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「男女共同参画社会」について考えてみよう
danjo   kyodo - sankaku

vol.12

　長崎県は、女性のライフステージに応じたワークスタイルの実
現を応援しています。自分らしい働き方や起業の道を見つけて、
生き生きと輝いている女性たちの生き方はとても素敵です。
　 「私も一歩を踏み出したい、だけど…」と迷っている女性たち
の夢や意欲を少し後押し…。
  起業を目指したり、スタートしたばかりの女性の皆さんを、専
門のアドバイザーが面談や電話でアドバイスを行います。

起業に挑戦したい女性の第一歩を応援します！
『チャレンジ女性のための起業入門アドバイス事業』

今月の男女共同参画川柳（平成 24 年度  島原市男女共同参画川柳入賞作品 )

「新時代　心で作る　男女の輪」　（山村　佳史さん）
▶問い合わせ先
　政策企画グループ 政策班
　（☎ 63-1111　内線 146）

大浦お慶プロジェクト
チャレンジ女性のための起業入門アドバイス事業

▶目　的　女性のライフステージに応じたワーク
　スタイルを支援し、社会における女性の活動を
　促進するものです（県内において起業にチャレ
　ンジする女性に対し、適切なアドバイスを行い
　ます）
▶相談方法　専門のアドバイザーによる面談ま
　たは電話（必要に応じ、アドバイザーを派遣）
▶相談費用　無料（年度内３回を限度）

▶申込方法
①エントリーシートに必要事項を記入し、長崎県
　男女共同参画推進センターに、郵送またはＦＡ
　Ｘ、メールで提出してください
※「エントリーシート」は政策企画グループ政策
　班に設置するほか長崎県男女共同参画室ホーム
　ページ（URL：http://www.pref.nagasaki.jp/
　danjo/）からダウンロードすることができます
②初回相談日を調整します（内容によっては、よ
　り専門的な相談窓口を紹介する場合があります）
③初回相談を実施し、アドバイスを行います
④必要に応じ、２回、３回目の相談を実施します
▶問い合せ先
　長崎県男女共同参画室（〒 850-0862　長崎市
　出島町 2-11 出島交流会館３階、　☎ 095-822-
　4729、FAX095-822-4739、メール：s03530
　@pref.nagasaki.lg.jp）

　イメージだけで具体的じゃないので相談し
にくい、いきなり窓口に行くのは緊張する。
そのような人もまずは相談してください。
▶家庭との両立
　子育ても仕事も頑張りたい。「おうち起業」
って誰でもできるの？

▶自己実現
　趣味や特技を生かした「プチ起業」に挑戦
して独立を目指したい。
▶社会起業
　自己収益よりも社会のために貢献できるよ
うな起業をしたい。

例えば・・・


